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定期監査結果報告 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により同条第１項及び第２項に規定する

事務の監査を実施したので、同条第９項の規定により下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

  １ 監査執行年月日  平成２５年３月６日（水） 

 

  ２ 監査対象部局   出 納 部 

             ・出 納 室 

             保健福祉部 

             ・高齢介護課 

             教 育 部 

             ・学校教育課 

 

 ３ 監 査 結 果 

（１）歳出予算執行状況（全庁共通事項） 

     支出負担行為が、事後あるいは著しく遅延し、予算の執行や会計処

理に適性を欠くと認められる事例が一部に見受けられるが、こうした

ことのないよう法令、通達、予算に従い、その必要性、緊急性、金額

の妥当性等を十分検討して厳正に行うこと。 

公共料金等の履行期限のある支出については、支払い時期を失して

履行期限を経過したことによる延滞金や遅延損害金等を生じることが



 

ないように十分留意して、必ず支払期限日までに支払をすること。 

なお、年度末において予算に残余が生じても配当予算外の支払いに

ついては厳に慎まれたい。 

   

（２）補助金交付事務 

今回の監査において、木津川市補助金等の交付に関する規則第１４

条（補助金等の額の確定等）に規定する手続きを怠っているところが

見受けられたので、適正な事務執行に改められたい。 

なお、補助金交付（地方自治法第２３２条の２）については、公益

性の判断が必要であると考えるので、以下の点について留意されたい。 

 

ア 補助金交付の目的・趣旨について 

市民の福祉の向上に資するものか否かの判断が必要であり、時代と

ともに行政に期待される住民サービスの内容も変化するため、毎年度

検討すべきである。 

 

イ 補助金交付による効果（有効性）について 

事業報告書等の提出が義務づけられているものが多く、これによ

り最低限の効果の確認がなされているはずである。しかし、本来で

あれば補助金の目的として記された目的を達成するために、その事

業（ないしある事業を行う団体）が必要か否か、事業が必要である

として、補助金交付の必要性があるのか。また、必要であるとして

も、その金額・割合が相当であるかを常に見直して、改善を図って

いく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


